
令和７年厚木市教育委員会第１回臨時会日程 
 

日時 令和７年４月14日(月) 

午後４時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 
 

１ 開会 
 
 

２ 審議事項 

日程１ 議案第14号 動産の取得について             
 

３ 報告事項 

(1) 事務の臨時代理の報告について（厚木市教育委員会事務局の職員の人事異動について） 

（資料１） 

(2) 事務の臨時代理の報告について（厚木市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の 

職員の人事異動について）                       （資料２） 

(3) 事務の臨時代理の報告について（和解及び損害賠償について）      （資料３） 

 

４ 閉会 
 



議案第１４号 

 

 

動産の取得について 

 

 

ＧＩＧＡスクール端末の取得について、次のとおり同意する。 

 

１ 取得する動産  ＧＩＧＡスクール端末 

２ 取 得 金 額        ８６９，２１４，９４０円 

３ 契約の相手方  横浜市中区伊勢佐木町１－４－１ 

かながわ教育環境整備共同事業体 

代表事業者（株）有隣堂 

代表取締役社長 松信 健太郎 様 

 

 

令和７年４月１４日提出 

 

 

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

提案理由 

国のＧＩＧＡスクール構想において市立小・中学校に設置する学習者用端末の取得につ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から意見を

求められたので、これに同意する。 

  



１ 取得する動産の概要 

国のＧＩＧＡスクール構想において市立小・中学校（36校）に設置する学習用端末 

 

２ 取得金額の内訳 

番号 区   分 
金額（単位：円） 

※ 消費税込み 

１ Chromebook（18,334台） 792,578,820 

２ 管理用ライセンス（18,334本）  74,619,380 

３ 納入経費（配送料）   2,016,740 

合    計 869,214,940 

 

３ 見積参加者及び結果（見積合わせ執行日：令和７年４月８日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備  考 

１ 
かながわ教育環境整備共同

事業体 
869,214,940円 

決定 

869,214,940円 

※ 予定価格（消費税込み）は、869,214,940円です。 

 

４ 仮契約日 

令和７年４月８日 

 

 

 

参考資料 



  資料１ 

 

 

 

事務の臨時代理の報告について 

 

 

 厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、別紙の

とおり臨時に代理したので、同規則第６条の規定により報告する。 

 

 

  令和７年４月１４日提出 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 



 

 

                 

臨 時 代 理 書 

 

 

 厚木市教育委員会事務局職員の人事異動について、別紙のとおりその事務を臨時に代理

する。 

 

 

  令和７年３月１９日 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

理由 

 令和７年４月１日付けで教育委員会事務局職員の人事異動を行うに当たり、同年３月１

９日付けで内示を行う必要が生じたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がないの

で、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、その

事務を臨時に代理する。 



*　昇任

（新） （旧）
教育部参事兼学校施設整備担当課長 * (事) 中丸　隆 学校施設整備担当課長

教育部学校給食課長 (事) 髙橋　倫人 市民交流部依知北公民館・地区市民
センター長

【参事職】

【課長職】



  資料２ 

 

 

 

事務の臨時代理の報告について 

 

 

 厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、別紙の

とおり臨時に代理したので、同規則第６条の規定により報告する。 

 

 

  令和７年４月１４日提出 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 



 

 

                 

臨 時 代 理 書 

 

 

 厚木市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の人事異動について、別紙のと

おりその事務を臨時に代理する。 

 

 

  令和７年４月１日 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

理由 

 令和７年４月１日付けで教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の人事異動を

行う必要が生じたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がないので、厚木市教育委員

会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、その事務を臨時に代理す

る。 



（事） 本間　洋一郎

教育部青少年教育相談センター所長 （事） 岸　あずさ

新  採  用

【課長職】

教育部教育指導課長



報告事項３については、 

非公開案件となります。 

  


